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　　　訓　　　令
○宮崎県副知事の担任事務等に関する規程の一部
　を改正する訓令…………………………………………（人事課）１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁
　　　規　　　則
○知事の職務代理に関する規則の一部を改正する
　規則………………………………………………………（人事課）１

　知事の職務代理に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和２年７月12日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県規則第41号　
　　　知事の職務代理に関する規則の一部を改正する規則
　知事の職務代理に関する規則（昭和30年宮崎県規則第73号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
第２条　法第 152条第１項の規定による知事の職務を代理する副知
　事の順序は、次のとおりとする。
　第１順位　副知事　郡司行敏
　第２順位　副知事　鎌原宜文

第２条　法第 152条第１項の規定による知事の職務を代理する副知
　事の順序は、次のとおりとする。
　第１順位　副知事　郡司行敏
　第２順位　副知事　永山寛理

　　　附　則
　この規則は、公布の日から施行する。

　宮崎県副知事の担任事務等に関する規程の一部を改正する訓令をここに公表する。
　　令和２年７月12日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
訓令第12号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本　　　庁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各出先機関
　　　宮崎県副知事の担任事務等に関する規程の一部を改正する訓令
　宮崎県副知事の担任事務等に関する規程（平成25年訓令第５号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

規　　　　　則

訓　　　　　令

改正前 改正後
　（担任事務）
第１条　副知事の担任事務は、次のとおりとする。
　(１)　［略］
　(２)　副知事鎌原宜文の担任事務
　　ア～コ　［略］

　（担任事務）
第１条　副知事の担任事務は、次のとおりとする。
　(１)　［略］
　(２)　副知事永山寛理の担任事務
　　ア～コ　［略］

　　　附　則
　この訓令は、公表の日から施行する。
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